
保健福祉施策に関する要望

保健福祉施策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極

的な措置を講じられたい。

１．老人保健福祉について

　(1) 市町村老人保健福祉計画の目標達成のために十分な財政措置を

講じるとともに、高齢者保健福祉施策の充実を図ること。また、

シルバー人材センター事業等社会参加を支援する生きがい対策

を推進すること。

　(2) 老人福祉施設、設備の整備について、個室加算割合を増やすと

ともに、補助単価、補助基準面積の改善及び財政措置の拡充を図

ること。

　(3) 高齢者対策の充実を図るため、社会福祉施設職員、ホームヘル

パー、看護婦及び保健婦等の処遇改善、養成及び確保のための諸

施策を展開するとともに、必要な財政措置を講じること。

　(4) 高齢者住宅整備資金貸付制度について、貸付要件の緩和を図る

こと。

　(5) 老人保健法に基づく保健事業に係る補助単価の改善等を図るこ

と。また、がん検診事業については、適切な財政支援措置を図る

こと。

２．障害者福祉について



　(1) 障害者プランに沿った障害者福祉施策の積極的な展開を図ると

ともに、市町村障害者計画の実施に対する十分な財政措置を行う

こと。特に、精神障害者の自立と社会参加促進のため、就労支援

をはじめ社会復帰・福祉施策の一層の充実を図ること。

　(2) 障害者小規模作業所に対する補助制度を拡充すること。     

　(3) 重度、重複障害者への的確な対応のため、措置費の加算制度を

充実すること。

　(4) 重度身体障害児への訪問入浴サービス制度を創設すること。

      また、身体障害者訪問入浴サービス事業等については、身体障

害者デイサービス施設設置の有無にかかわらず、すべてを補助対

象とすること。

　(5) 肢体不自由者及び身体機能障害者の日常生活動作を介助する介

助犬について、法定化等の必要な措置を行うこと。

　(6) 精神障害者に対する公共交通機関の運賃等の割引制度を設ける

とともに、ＮＨＫ放送受信料についても減免措置を講じるよう関

係機関へ要請すること。また、身体障害者及び知的障害者を対象

とした運賃割引の対象を拡大するよう関係機関へ要請すること。

　(7) 一般棟に入所している重度知的障害者については、すべての者

を指定重度者として承認すること。

　(8) 知的障害者グループホームに対する補助制度を拡充し、増改築

など施設整備に係る財政支援措置を講ずること。



　(9) 障害者在宅福祉事業費について、介護保険報酬単価との均衡を

考慮し、単価の改善を図ること。

３．生活保護基準の級地区分について地域の生活実態に促した改善を

図るとともに、財政措置の充実を図ること。

４．社会福祉施設整備に対する助成措置を充実すること。

５．当該年度に減額調整され、翌年度に精算交付するとしている知的

障害者援護施設措置費、身体障害者保護費及び生活保護費に係る負

担金について、当該年度中の確実な交付を行うこと。

６．ホームレス問題の解決のため、自立支援事業の実施などの諸施策

を講じるとともに、その実効性を担保するための法的整備について

検討すること。

　以上要望する。


